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明
治
二
十
四
年
、
前
年
の
日
本
法
律
学
校
に
お
け
る
議
院
法
講
義
の
内
容
を
一
書
に
ま
と
め
た
林
田
亀
太
郎
は
、
同
年

一
月
二
十
日
、
漏
電
に
よ
る
第
一
回
仮
議
事
堂
（
明
治
二
卜
三
年
十
一
月
竣
工
）
の
火
災
に
よ
り
、
議
院
法
・
議
院
規
則
の

起
草
過
程
の
資
料
を
喪
失
し
た
こ
と
を
嘆
い
た
＊
１
。
さ
ら
に
、
林
田
と
と
も
に
臨
時
帝
国
議
会
事
務
局
に
お
い
て
議
院

規
則
の
起
草
に
携
わ
っ
た
小
池
靖
一
（
法
制
局
参
事
官
兼
任
、
ア
ー
ス
キ
ン
・
メ
イ
『
議
会
法
論
＊
２
』
の
翻
訳
者
）
も
ま
た
、

そ
の
収
集
し
た
議
会
法
関
係
の
諸
文
献
を
消
失
さ
せ
る
と
い
う
憂
き
目
を
見
て
い
る
。
『
国
会
議
事
堂
焼
失
の
顛
末
』
（
大

日
本
書
籍
行
商
社
、
明
治
二
十
四
年
）
に
よ
れ
ば
、

「
最
も
惜
む
可
し
衆
議
院
の
出
火
は
稀
有
の
急
火
と
て
手
の
廻
る
筈
な
き
中
に
て
大
切
の
文
書
は
残
り
な
く
取
出
し
た
る
も
単

り
惜
む
可
き
は
小
池
書
記
官
が
十
余
年
来
星
霜
を
積
み
各
国
の
典
例
に
因
り
て
取
調
た
る
議
院
制
度
に
関
す
る
調
査
書
類
は
堅
く

【
解
題
】
議
事
堂
火
災
と
議
事
法
研
究
ｌ
本
書
の
刊
行
に
よ
せ
て

し）
L≦ ｜

‐
一
月
衆
議
院
の
火
災
に
際
し
余
の
積
年
来
蒐
し
た
る
材
料
〔
の
〕
多
く
は
灰
嬬
に
帰
し
余
を
し
て
両
眼
を
失
ふ
の
感
あ
ら
し
め
た

九
州
大
学
法
学
研
究
院
准
教
授

赤
坂
幸
一

｜
、
一
二
一
〕



錠
を
卸
し
て
蔵
置
し
あ
り
し
を
一
部
も
残
さ
ず
悉
皆
烏
有
に
帰
し
た
る
の
一
事
な
り
と
」
（
五
頁
）

と
あ
っ
て
、
議
院
法
・
議
院
規
則
の
立
案
過
程
に
お
い
て
欧
米
諸
国
の
議
会
法
理
論
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、

そ
の
詳
細
を
窺
い
知
る
こ
と
を
困
難
な
ら
し
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
史
料
的
制
約
も
一
因
と
な
っ
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
議
会
制
度
の
研
究
は
、
当
初
、
立
憲
思
想
・
立
憲
理

論
を
め
ぐ
る
欧
米
憲
政
思
想
の
導
入
過
程
に
着
目
し
た
研
究
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
人
の
知
る
よ
う
に
、
そ
の
噴
矢
と
な

っ
た
の
は
尾
佐
竹
猛
に
よ
る
「
帝
国
議
会
史
前
期
〔
全
二
十
二
回
連
載
〕
＊
３
」
（
大
正
十
一
年
～
十
三
年
）
で
あ
っ
た
が
、
こ

れ
に
着
目
し
た
＊
４
吉
野
作
造
と
の
関
係
か
ら
、
明
治
文
化
研
究
会
が
結
成
さ
れ
、
の
ち
の
憲
政
史
編
纂
会
へ
と
発
展
し

て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
＊
５
．
そ
の
後
、
明
治
憲
法
典
・
議
院
法
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
故
稲
田
正
次
・
小
嶋
和
司
両

博
士
や
大
石
亘
教
授
に
よ
る
精
微
な
分
析
が
施
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
点
に
つ
き
、
稿
者
は
か
つ
て
次
の
よ
う
に
指
摘
し

た
こ
と
が
あ
る
。

｜
‐
明
治
憲
法
典
及
び
議
院
法
の
成
立
過
程
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
①
そ
れ
ら
が
比
較
的
簡
潔
な
規
定
態
様
を
採
っ
て
お

り
、
ま
た
②
大
き
な
変
更
を
受
け
る
こ
と
な
く
最
後
の
第
九
十
二
回
帝
国
議
会
ま
で
そ
の
基
本
的
枠
組
み
を
維
持
し
た

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
な
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
簡
潔
な
明
治
憲
法
典
・
議
院
法
を
補
う
べ
き
議
院
規

則
・
議
院
慣
行
に
目
を
向
け
る
こ
と
の
必
要
を
も
教
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
憲
法
典
・
議
院
法
と
同
じ
く
議
院
規
則
も

ま
た
、
そ
の
基
本
的
枠
組
身
を
最
後
ま
で
維
持
し
た
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
議
院
規
則
の
成
立
過
程
に
も
然
る
べ
き
注

意
が
払
わ
れ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
議
院
規
則
の
成
立
過
程
は
従
来
全
く
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
未

だ
夢
中
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
＊
６
」
。

α
一
麺
西
国



が
議
院
規
蝿
や
議
院
慣
行
な
ど
、
議
院
運
営
実
務
に
か
か
わ
る
号
呂
ｇ
言
呂
の
（
離
院
法
・
縦
院
先
例
を
含
む
広
義
の
忠

政
雛
序
鋤
一
脚
鵜
且
Ｉ
お
よ
び
そ
こ
に
顕
現
す
る
議
会
官
僚
の
術
量
過
程
Ｉ
に
着
Ｈ
し
た
蟻
合
第
二
吹
仮
議
事
堂

と
所
蔵
文
献
の
焼
失
は
、
こ
の
号
ｇ
ｇ
ｏ
言
昼
匡
①
に
関
わ
る
研
究
が
一
層
困
難
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
一
筋
の
光
明
が
差
し
込
む
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
旧
子
爵
か
ら
な
る
貴
族
院
の
最
大
会
派

「
研
究
会
」
を
母
体
に
し
て
設
立
さ
れ
た
尚
友
倶
楽
部
が
、
あ
る
経
緯
か
ら
、
小
林
次
郎
氏
（
元
貴
族
院
書
記
官
長
、
貴
族

院
勅
選
議
巨
員
参
議
院
事
務
総
長
）
の
旧
蔵
文
書
群
を
都
内
の
古
書
店
を
通
じ
て
購
入
し
た
が
（
平
成
二
年
二
月
）
、
そ
の
中

雛
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
＊
Ｚ
議
院
規
匪
や
議
院
慣
行
の
成
立
・
運
用
に
つ
い
て

は
、
そ
の
主
た
る
担
い
手
た
る
議
会
官
僚
の
衡
量
過
程
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
が
、

第
一
次
仮
議
事
堂
の
火
災
を
め
ぐ
る
上
記
の
記
述
は
、
わ
が
国
の
議
会
制
度
の
創
設
期

に
お
け
る
「
議
会
官
僚
の
衡
量
過
程
」
の
検
討
が
極
め
て
困
難
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味

し
て
お
り
、
そ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
た
の
が
、
大
正
十
四
年
九
月
十
八
日
の
第
二
次

仮
議
事
堂
（
明
治
二
十
四
年
十
Ⅱ
三
１
日
竣
工
、
〔
写
真
〕
）
の
火
災
に
よ
る
焼
失
で
あ
る
。

こ
の
議
事
堂
は
大
正
ト
ー
年
の
関
東
大
震
災
で
は
幸
い
に
し
て
焼
け
残
り
、
翌
十
三

年
の
明
治
文
化
研
究
会
の
誕
生
を
見
届
け
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
尾
佐
竹
猛
の
「
維
新

前
後
に
お
け
る
立
憲
思
想
」
の
上
梓
（
大
正
十
四
年
末
）
を
待
つ
こ
と
な
く
、
烏
有
に

帰
し
た
。
こ
の
後
の
公
法
学
に
お
け
る
議
会
制
度
の
研
究
が
、
立
憲
思
想
史
や
明
治
憲

法
典
・
議
院
法
の
実
証
的
研
究
を
軸
と
し
て
進
展
し
た
こ
と
は
上
述
の
と
お
り
で
あ
る



に
は
、
『
議
院
規
則
等
二
関
ス
ル
書
類
』
や
『
貴
族
院
令
関
係
諸
規
則
案
』
（
大
正
十
四
年
の
貴
族
院
令
・
貴
族
院
規
則
の
改

正
等
に
関
す
る
資
登
ｌ
両
者
は
貴
族
院
罫
紙
に
墨
書
き
で
「
貴
族
院
議
事
課
」
の
押
印
が
あ
る
Ｉ
な
ど
、
一
点
限

り
の
憲
政
資
料
が
多
数
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
者
の
冒
頭
に
は
次
の
通
り
書
き
込
ま
れ
て
い
た
。

「
本
書
ハ
大
正
十
四
年
九
月
十
八
日
議
院
火
災
ノ
際
焼
失
ヲ
免
カ
レ
タ
ル
菖
記
録
ニ
シ
テ
爾
後
之
ヲ
整
備
シ
タ
ル
モ
ノ

火
災
当
時
の
貴
族
院
書
記
官
長
は
河
井
弥
八
で
あ
っ
た
が
、
本
文
害
が
い
つ
、
誰
の
指
示
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
の
か

は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
本
文
書
に
は
、
他
の
資
料
群
で
も
確
認
で
き
る
資
料
や
、
議
院
規
則
・
議
院
法
秩
序
と
は
必
ず
し

も
関
係
の
な
い
雑
多
な
資
料
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
二
十
八
項
目
に
亘
っ
て
整
理
・
浄
写
さ
れ
た
本
文

書
の
内
容
は
、
「
臨
時
帝
国
議
会
事
務
局
の
設
置
、
お
よ
び
金
子
調
査
団
の
訪
欧
の
叙
述
か
ら
始
ま
り
、
開
院
式
の
運
用

の
あ
り
方
、
仮
議
長
選
出
の
方
法
、
議
事
録
お
よ
び
速
記
録
、
傍
聴
制
度
、
両
院
協
議
会
細
則
・
予
算
議
定
細
則
の
立
案
、

議
会
図
書
館
の
設
置
、
解
散
後
の
議
会
の
性
質
、
陸
爵
議
員
の
議
席
の
得
喪
に
至
る
ま
で
、
ま
さ
し
く
憲
法
運
用
の
あ
る

べ
き
形
を
追
究
し
た
記
録
と
な
っ
て
い
る
＊
９
」
。
こ
の
意
味
で
、
わ
が
国
の
議
院
運
営
実
務
に
お
け
る
議
会
官
僚
の
苦
心

の
跡
を
示
す
本
文
善
は
、
失
わ
れ
た
史
料
群
の
穴
を
部
分
的
に
で
は
あ
れ
補
完
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
治
史
学
・
議
会
法

学
・
憲
政
史
学
の
研
究
基
盤
を
拡
充
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
少
な
か
ら
ぬ
意
義
を
有
し
て
い
る
。

な
お
、
あ
ら
ゆ
る
憲
政
資
料
と
同
じ
く
、
こ
の
貴
重
な
文
書
群
（
小
林
次
郎
文
書
）
も
、
他
の
資
史
料
と
併
せ
用
い
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
が
議
会
制
度
の
創
設
期
に
お
け
る
議
会
官

僚
の
営
み
に
つ
い
て
は
、
な
に
よ
り
も
、
『
衆
議
院
先
例
黄
募
」
お
よ
び
『
貴
族
院
先
例
録
』
（
お
よ
び
後
継
の
『
衆
議
院
先

ト
ヌ
'一一

（



例
集
』
・
『
参
議
院
先
例
録
」
）
の
編
纂
・
変
遷
の
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
が
、
こ
の
先
例
集
自
体
、
フ
ラ
ン

ス
の
著
名
な
議
会
官
僚
、
ウ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ピ
エ
ー
ル
の
『
仏
国
議
会
典
型
』
を
モ
デ
ル
に
、
そ
れ
が
憲
政
秩
序
の
運
用

に
お
い
て
果
す
役
割
を
十
分
に
意
識
し
な
が
ら
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
涌
・
金
子
堅
太
郎
の
欧
米
議
院
制
度
取
調

に
随
行
し
た
若
き
議
会
官
僚
た
ち
の
記
録
ｌ
ｌ
斎
藤
浩
期
『
回
顧
録
』
や
木
内
重
四
郎
『
海
外
巡
回
日
記
』
な
ど
＊
ｕ
ｌ

ｌ
と
『
先
例
集
』
、
お
よ
び
本
書
を
突
き
合
わ
せ
る
と
き
、
『
先
例
集
』
や
議
院
規
則
の
形
成
過
程
に
お
け
る
彼
ら
の
役

割
を
、
よ
り
く
弓
己
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
時
代
を
下
る
な
ら
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
の
小
林
次
郎
文
書
や
＊
喝
大
木
操
、
鈴
木
隆
夫
、

近
藤
英
明
、
寺
光
忠
、
お
よ
び
西
沢
哲
四
郎
の
各
旧
蔵
文
書
が
利
用
可
能
で
あ
る
ほ
か
、
こ
の
テ
ー
マ
に
関
し
て
は
、
議

会
官
僚
た
ち
へ
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
が
有
益
で
あ
る
。
先
駆
的
な
業
績
と
し
て
は
、
「
貴
族
院
職
員
懐
旧
談

集
』
（
霞
会
館
、
一
九
八
七
年
）
や
、
『
新
編
旧
話
会
速
記
」
（
尚
友
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、
二
○
○
四
年
）
が
重
要
で
あ
る
が
、
さ

ら
に
近
年
の
進
展
と
し
て
谷
福
丸
『
議
会
政
治
と
五
十
五
年
体
制
ｌ
衆
議
院
事
務
総
長
の
回
想
』
今
野
或
男
『
国

会
運
営
の
裏
方
た
ち
ｌ
衆
議
院
事
務
局
の
戦
後
史
』
お
よ
び
近
藤
誠
治
『
立
法
過
程
と
議
事
運
営
ｌ
ｌ
衆
議
院
事
務

局
の
三
十
五
年
」
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
元
衆
議
院
委
員
部
長
・
平
野
貞
夫
氏
、
元
参
議
院
委
員
部
長
・
佐
藤
吉
弘

氏
、
元
参
議
院
事
務
総
長
・
指
宿
清
秀
氏
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
報
告
書
も
、
国
立
国
会
図
書
館
等
で
閲
覧
可
能
で

あ
る
。
ま
た
、
元
・
参
議
院
委
員
部
長
・
川
上
路
夫
氏
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
も
進
行
中
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
記
録

を
併
せ
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
議
会
官
僚
の
存
在
理
由
や
職
責
・
機
能
、
議
事
運
営
に
お
け
る
議
会
官
僚
の
衡
量
過
程
、

あ
る
い
は
、
政
治
法
言
二
言
三
二
の
）
の
形
成
・
運
用
に
お
け
る
議
会
官
僚
の
営
み
に
つ
い
て
、
総
体
的
に
理
解
す
る



ま
た
、
こ
れ
ら
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
以
外
に
も
、
衆
議
院
事
務
局
に
お
け
る
議
事
法
研
究
の
成
果
で
あ
る

衆
議
院
事
務
局
（
編
）
『
逐
条
国
会
法
〔
全
八
巻
〕
」
（
信
山
社
、
二
○
一
○
年
）
が
、
二
○
○
九
年
十
二
月
ま
で
の
最
新
の
国

会
法
改
正
を
織
り
込
む
形
で
刊
行
さ
れ
、
戦
前
期
の
衆
議
院
事
務
局
に
お
け
る
議
事
法
研
究
の
結
晶
で
あ
る
『
議
事
解

説
』
も
、
原
田
一
明
教
授
の
解
題
を
付
し
て
、
二
○
二
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
野
貞
夫
『
消
費
税
国
会
の

攻
防
ｌ
平
野
貞
夫
衆
議
院
事
務
局
日
記
』
手
倉
書
房
二
○
一
二
壬
で
は
、
中
曽
根
内
閣
か
ら
竹
下
内
閣
に
至
る
時

期
の
議
院
運
営
実
務
の
一
端
が
ｌ
と
き
に
政
治
の
領
域
と
の
交
錯
を
準
み
つ
つ
ｌ
日
記
形
式
で
克
明
に
記
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
時
期
の
政
治
の
一
断
面
を
あ
り
の
ま
ま
に
記
録
し
た
第
一
級
の
歴
史
的
史
料
と
な
っ
て
い
る
（
同
書
は
消
費
税

導
入
を
め
ぐ
る
日
記
記
述
の
抜
粋
で
あ
り
、
昭
和
六
十
年
二
月
か
ら
平
成
四
年
二
月
ま
で
の
同
日
記
の
い
わ
ば
完
全
版
に
つ
き
、
信
山

社
よ
り
別
途
刊
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
）
。

そ
の
他
、
前
述
の
拙
稿
「
統
治
シ
ス
テ
ム
の
運
用
の
記
憶
ｌ
議
会
先
例
の
形
成
」
で
住
議
会
先
例
の
形
成
過
程
に

お
け
る
議
院
事
務
局
や
議
会
官
僚
の
衡
量
過
程
の
介
在
に
つ
き
、
こ
れ
を
実
証
的
に
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
ほ
か
、

同
「
憲
法
習
律
論
と
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
」
ヨ
憲
法
改
革
の
理
念
と
展
開
ｌ
大
石
員
先
生
還
暦
記
念
』
信
山
社
二
○
一
二
毎

所
哩
、
同
『
憲
政
秩
序
と
議
会
官
僚
ｌ
韓
国
国
会
事
務
局
調
査
の
概
要
」
衆
議
院
調
査
局
論
究
八
号
三
○
二
垂

で
は
、
類
似
の
テ
ー
マ
を
比
較
憲
政
史
の
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
併
せ
て
参
照
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
オ
ー

＊
１
林
田
亀
太
郎
「
議
院
法
講
義
」
（
日
本
法
律
学
校
講
義
録
、
明
治
二
十
四
年
）
一
二
七
頁
、
二
三
二
頁
。
同
講
義
に
つ
い
て
は
『
金
子
堅
太
郎
研

8



＊
ｕ
同
前
、
六
十
九
頁
以
下
。
な
お
、
『
海
外
巡
回
日
記
」
は
、
金
子
堅
太
郎
『
欧
米
議
院
制
度
取
調
巡
回
記
」
（
尚
友
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、
一
九
九
八

年
（
芙
蓉
書
房
出
版
よ
り
復
刊
、
二
○
二
年
）
、
大
淵
和
憲
校
注
の
信
山
社
版
、
二
○
○
一
年
）
の
外
伝
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
信
山
社
・

憲
法
史
叢
書
の
一
環
と
し
て
復
刻
予
定
で
あ
る
。

＊
皿
同
前
、
八
十
五
頁
以
下
。

＊
９
赤
坂
幸
一
一
統
治
シ
ス
テ
ム
の
運
用
の
記
憶
Ｉ
議
会
先
例
の
形
成
」
『
レ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
四
十
八
号
（
二
○
二
年
）
七
十
八
頁
．
な
お

書
込
み
か
ら
判
断
し
て
、
そ
の
後
の
印
刷
を
予
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
現
時
点
に
お
い
て
当
該
印
刷
物
は
未
発
見
で
あ
る
。

＊
８
↑
政
”
振
注
の
蜘
似
念
・
特
暫

○
一
二
年
）
所
収
を
参
照
。

＊
９
赤
坂
幸
一
「
統
治
シ
ズ

〉
二
元
画
》
［
言
一
夕
一
二
■

＊
５
齢
以
挫
炉
中

下
を
参
照
。

＊
６
赤
反
圭

究
〔
第
一
集
こ
（
日
本
大
学
精
神
文
化
研
究
所
、
二
○
○
一
年
）
十
一
頁
も
参
照
。

＊
２
Ｔ
・
Ｅ
・
メ
イ
原
撰
、
小
池
靖
一
（
訳
）
『
英
国
議
院
典
例
上
下
峡
』
（
元
老
院
蔵
版
、
明
治
十
二
年
）
。
小
池
は
そ
の
他
に
も
、
バ
ジ
ョ
ッ
ト

の
名
著
『
ロ
ン
バ
ー
ド
街
」
の
最
初
の
翻
訳
者
で
も
あ
る
（
ウ
オ
ル
ト
ル
・
ベ
イ
ジ
ホ
ッ
ト
箸
、
小
池
靖
一
（
述
）
杉
中
利
平
次
（
筆
記
）
『
英
国

金
融
事
情
』
（
経
済
雑
誌
社
、
一
八
九
二
年
）
）
。

＊
３
明
治
大
学
『
法
律
及
政
治
』
第
一
巻
第
二
号
～
第
三
巻
第
六
号
（
大
正
十
一
年
～
十
三
年
）
ま
で
、
二
十
二
回
連
栽
。

＊
４
吉
野
の
勧
め
で
、
こ
の
連
載
は
『
維
新
前
後
に
お
け
る
立
憲
思
想
』
と
し
て
、
大
正
十
四
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

＊
５
政
治
史
料
課
「
大
久
保
利
謙
先
生
に
聞
く
ｌ
近
代
政
治
史
史
料
収
集
の
歩
み
ご
『
参
考
書
誌
研
究
』
七
十
三
号
《
二
○
一
○
年
）
一
頁
以

赤
坂
幸
二
明
治
議
院
規
則
の
制
定
過
程
（
１
）
ｌ
委
員
会
規
則
を
中
心
と
し
て
二
議
会
政
治
研
究
』
六
十
号
（
二
○
○
一
年
）

赤
坂
幸
一
「
〔
解
題
〕
事
務
局
の
衡
量
過
程
の
辱
旨
言
昌
の
」
（
『
逐
条
国
会
法
〔
第
一
巻
こ
（
信
山
社
、
二
○
一
○
年
）
所
収
）
。

政
治
法
の
概
念
・
特
質
に
つ
い
て
は
、
赤
坂
幸
一
「
憲
法
習
律
論
と
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
」
『
憲
法
秩
序
の
理
念
と
展
開
〔
上
巻
こ

（
信
山
社
、
二

五
十
一
頁
。

O
‐



＊
皿
小
林
次
郎
文
書
に
は
、
憲
政
資
料
室
所
蔵
分
と
、
尚
友
倶
楽
部
所
蔵
分
と
が
存
す
る
。
小
林
次
郎
旧
蔵
文
書
に
つ
い
て
は
、
『
貴
族
院
職
員
懐
旧

談
集
』
（
霞
会
館

一
九
八
七
年
）
二
八
七
頁
以
下
及
び
三
○
九
頁
も
参
照

ZO


